
JP 2017-185892 A 2017.10.12

10

(57)【要約】
【課題】　保線作業の進行に伴い、刻々と変化する車外
作業員の作業環境に即して、当該車外作業員の安全を確
保すべくその配置を適正化し得る保線人員管理システム
の提供。
【解決手段】　車外作業員が所持する非接触記憶媒体１
と、保線車両Ｖの側方全域について前記非接触記憶媒体
１の存否を規定のエリア単位で検出する車外通信読取手
段３と、前記エリア単位で危険エリアＸを設定するエリ
ア定義手段５と、前記非接触記憶媒体１の存在エリアが
前記危険エリアＸと一致した時に警報を発する所在監視
手段６を備える保線人員管理システム。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車外作業員が所持する非接触記憶媒体と、
　保線車両の側方全域について前記非接触記憶媒体の存否を規定のエリア単位で検出する
車外通信読取手段と、
　前記エリア単位で危険エリアを設定するエリア定義手段と、
　前記非接触記憶媒体の存在エリアが前記危険エリアと一致した時に警報を発する所在監
視手段を備える保線人員管理システム。
【請求項２】
　前記車外通信読取手段は、隣接する前記車外通信読取手段の担当エリアの一部に、相互
に重複する協働エリアを備え、
　前記非接触記憶媒体の存在エリアが前記危険エリアの協働エリアと一致した時に警報を
発する前記所在監視手段を備える前記請求項１に記載の保線人員管理システム。
【請求項３】
　前記所在監視手段は、前記非接触記憶媒体の存否の検出時刻を記録する所在記録手段と
、
　各非接触記憶媒体について存在エリアの単位時間における変化を検出し、各非接触記憶
媒体を携帯する作業員の進行方向を推定し、当該進行方向直近のエリアを仮存在エリアと
して記録する移動推定手段と、
　前記非接触記憶媒体の仮存在エリアが前記危険エリアと一致した時に警報を発する前記
所在監視手段を備える前記請求項１又は請求項２のいずれかに記載の保線人員管理システ
ム。
【請求項４】
　車外作業員が所持する非接触記憶媒体と、
　同行する前記作業員の管理情報を記憶する管理情報記憶手段と、
　保線車両の側方全域について前記非接触記憶媒体の存否を検出する車外通信読取手段と
、
　前記保線車両の内部全域について前記非接触記憶媒体の存否を検出する車内通信読取手
段と、
　前記保線車両の内外について所在不明の前記非接触記憶媒体を検出した時に警報を発す
る所在監視手段を備える保線人員管理システム。
【請求項５】
　前記保線車両の進行操作を検出する運転監視手段と、
　前記非接触記憶媒体の存在エリアが前記保線車両の進行操作に伴う当該保線車両の進行
方向を含む干渉エリアと一致した時に当該走行操作を禁止する干渉監視手段を備える前記
請求項１乃至前記請求項４のいずれかに記載の保線人員管理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保線工事において保線作業に携わる人員の安全を確保する保線人員管理シス
テムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　列車が走行する軌道は、バラスト軌道の場合、列車の走行に伴う負荷を受け、枕木が沈
降することなどによってレールに経年的ゆがみが発生する。
　この様なゆがみは列車の乗り心地を悪化させるのみならず、安全な走行を阻害する原因
にもなるため、当該ゆがみを定期的に強制する保線と呼ばれるメンテナンスが不可欠であ
る。
　今日の保線作業は、ＭＴＴ（マルチプルタイタンパー）車両やＢＲ（バラストレギュレ
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ータ）車両などが導入され、保線作業の能率が高まっているが、ＭＴＴ車両などを採用し
たとしても、機械操作に２～３人、その他監視等に１～２人の人員が必要とされている。
【０００３】
　かかる保線作業は、一般的には、１００メートルを１０～１５分程度の割合で進めるこ
とができるとされているが、長距離にわたる保線作業は、いかに監視に人員を割いたとし
ても、後続車両の接近に止まらず、地形の変化に伴う危険地帯との遭遇など、様々な危険
を予測し、車外作業員の安全を維持しなければならないという課題を有していた。
【０００４】
　従来、軌道上で作業を行う人員の安全を確保するシステムは、作業員にＲＦＩＤタグを
携帯させると共に、軌道内や当該軌道を走行する車両に、軌道内における作業員の存否を
管理し、当該作業員の安全を確保する手法が種々紹介されている（例えば下記特許文献１
乃至３参照）。
　その他、自由に移動する車両に対し、作業員との衝突を回避する手法が種々紹介されて
いる（例えば下記特許文献４乃至６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－３１００５８号公報
【特許文献２】特開２００３－３１７１６３号公報
【特許文献３】特開２０１５－１４８１１９号公報
【特許文献４】特開２００８－４４６８２号公報
【特許文献５】特開２００９－１３８８号公報
【特許文献６】特開２０１２－１２７０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記保線作業は、その作業態様として保線車両の近隣に車外作業者が追
従することを前提として行われ、且つ軌道近隣の様々な地形変化などによって、常に、安
全領域と危険領域が変化するという困難さがある。
　そのため、車外作業員の安全は、保線作業の進捗に伴う作業環境に即した配慮を介在す
る必要性があり、上記従来の手法では不十分である。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、保線作業の進行に伴い、刻々と変
化する車外作業員の作業環境に即して、当該車外作業員の安全を確保すべくその配置を適
正化し得る保線人員管理システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためになされた本発明による保線人員管理システムは、車外作業員
が所持する非接触記憶媒体と、保線車両の側方全域について前記非接触記憶媒体の存否を
規定のエリア単位で検出する車外通信読取手段と、前記エリア単位で危険エリアを設定す
るエリア定義手段と、前記非接触記憶媒体の存在エリアが前記危険エリアと一致した時に
警報を発する所在監視手段を備えることを特徴とする。
【０００９】
　前記車外通信読取手段は、隣接する前記車外通信読取手段の担当エリアの一部に、相互
に重複する協働エリアを備え、前記非接触記憶媒体の存在エリアが前記危険エリアの協働
エリアと一致した時に警報を発する前記所在監視手段を備える保線人員管理システムとし
て構成してもよい。
【００１０】
　また、車外作業員が所持する非接触記憶媒体と、同行する前記作業員の管理情報を記憶
する管理情報記憶手段と、保線車両の側方全域について前記非接触記憶媒体の存否を検出
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する車外通信読取手段と、前記保線車両の内部全域について前記非接触記憶媒体の存否を
検出する車内通信読取手段と、前記保線車両の内外について所在不明の前記非接触記憶媒
体を検出した時に警報を発する所在監視手段を備える保線人員管理システムとして構成し
てもよい。
【００１１】
　前記保線車両の進行操作を検出する運転監視手段と、前記非接触記憶媒体の存在エリア
が前記保線車両の進行操作に伴う当該保線車両の進行方向を含む干渉エリアと一致した時
に当該走行操作を禁止する干渉監視手段を備える保線人員管理システムとすることもでき
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による保線人員管理システムによれば、軌道近隣の様々な地形変化によって、常
に安全領域と危険領域が変化するという保線作業固有の作業環境の下、保線作業の進捗に
即した車外作業員の配置や監視によって、保線車両と共に保線作業にあたる作業員の合理
的な安全確保が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による保線人員管理システムの一例を示す説明図である。
【図２】本発明による保線人員管理システムの一例を示す説明図である。
【図３】本発明による保線人員管理システムの一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明による保線人員管理システムの実施の形態を、図面に基づき詳細に説明す
る。
　図１に示す例は、非接触記憶媒体１と、管理情報記憶手段２と、車外通信読取手段３と
、車内通信読取手段４と、エリア定義手段５と、所在監視手段６と、運転監視手段７と、
干渉監視手段８を備える保線人員管理システムである。
　この例は、前記車外通信読取手段３及び前記車内通信読取手段４をＩＤ判別可能な人感
センサとして用い、操作又は情報入力を行うための入力手段、情報を蓄積するための記憶
手段、情報を処理するための演算手段及び情報を出力するための出力手段を具備したコン
ピュータシステムとして構築されている。
【００１５】
　この例の前記非接触記憶媒体１は、固有の管理情報を持ち、前記車外通信読取手段３や
前記車内通信読取手段４に読み取られる当該管理情報を無線信号に乗せて出力するＲＦＩ
Ｄタグ（以下「タグ１」という）である。
　この例は、当該タグ１を携帯する保線作業員が保線車両Ｖから一定の距離を保って移動
するものであるから、ＮＦＣ（Near Field Comunication）などの近距離型ＲＦＩＤタグ
を採用することが望ましい。
【００１６】
　前記タグ１は、前記車外通信読取手段３及び車内通信読取手段４に対し、当該タグ１固
有の管理情報を乗せた電波を発信する通信部及びその電源を備え、保線作業に携わる車内
作業員及び車外作業員（以下「同行人員」と記す）がそれぞれ携帯する。
　この例では、前記通信部は、３００ＭＨｚ帯域で通信距離を１０ｍに程度に限り、１秒
間に０．５回から１回の送信を行う通信部を採用するが、前記車外通信読取手段３や前記
車内通信読取手段４とで情報の授受を行う方式を採ってもよい。
【００１７】
　この例の管理情報記憶手段２は、少なくとも、当該保線車両Ｖでの作業に携わる前記同
行人員が携帯するタグ１の管理情報（シリアルコードなど）と、当該タグ１を携帯する同
行人員の個人情報（氏名、住所、生年月日など）を紐付けて記憶するデータベースを備え
る。
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【００１８】
　この例の前記車外通信読取手段３は、薄型で表面法線方向からの電波を比較的狭帯域で
受信する比較的指向性の高い平面アンテナを採用する。
　各平面アンテナ（以下「車外アンテナ３」という）は、保線車両Ｖの側方（保線車両Ｖ
の前後左右）全域について前記タグ１の存否を規定のエリア単位で検出するために、当該
保線車両Ｖの前面、後面、左面及び右面をそれぞれ複数の担当エリアＡに分割し、隣接す
る担当エリアＡ，Ａの一部に相互に重複する協働エリアＢが生じるように設置する（図１
（Ａ）（Ｃ）参照）。
【００１９】
　この例は、一両につき全長約２５ｍ、左右側方中央に出入口を備える保線車両Ｖに対し
て、左面及び右面をそれぞれ二等分したエリアをそれぞれ担当エリアＡとする車外アンテ
ナ３を設置すると共に、前面及び後面をそれぞれ左右に二等分したエリアをそれぞれ担当
エリアＡとする車外アンテナ３を設置する。
　前記車外アンテナ３の検出帯域は、前記左面及び右面については、それぞれの面から約
１０ｍ～１５ｍの帯域とし、前記前面及び後面については、約１０ｍから５０ｍ程度とす
る。
　尚、保線車両Ｖの側面の分割態様は、前記二等分に限らず、採用される車外アンテナ３
の指向性や検出帯域などに応じて適宜変更可能である。
【００２０】
　この例の車内通信読取手段４は、車内全域に存在するタグ１を１個～３個程度の数で検
出できるように、比較的狭帯域で受信するモノポールアンテナなどの無指向性アンテナを
採用する。
　図に示す例では、車内を前後に等分したエリアをそれぞれ担当エリアＣとし、各モノポ
ールアンテナ（以下「車内アンテナ４」という）の担当エリアＣはそれぞれ隣接する担当
エリアＣ，Ｃと相互に重複する協働エリアＤを設ける（図１（Ｂ）（Ｃ）参照）。
【００２１】
　前記エリア定義手段５は、前記エリア単位で危険エリアＸを設定する。
　この例の前記エリア定義手段５は、前記車外アンテナ３の配置により、各車外アンテナ
３の担当エリアＡ毎に、最高８つの危険エリアＸを設定できる。
　前記危険エリアＸの設定は、キーボードやマウス等の入力手段を用いた手動入力、各種
記憶メディアからのインポート入力又はＧＰＳ（Global Positioning System）、地図情
報及びダイヤ情報を利用した自動設定などのいずれかを採用することができる。
【００２２】
　ここで危険エリアＸとは、当該エリアへの作業員の立ち入りが、保線車両Ｖ及び他の要
因との関係で重大な事故を招来する可能性が高いエリアである。
　例えば、複数の軌道が併走する複線領域では、保線車両Ｖが走行する軌道以外で他の列
車の走行に使用されている軌道と重なる担当エリアＡは危険エリアＸに含まれる。
　また、海岸線や山麓地帯においては、崖や斜面に近接して軌道が設けられている地域が
ある。その様な地域において保線車両Ｖの崖や斜面に面した担当エリアＡは危険エリアＸ
に含まれる。
　更に保線車両Ｖの走行時においては、当該保線車両Ｖの前後いずれかの走行方向に面す
る担当エリアＡは危険エリアＸ（以下「干渉エリアＹ」という）である。
　加えて、前記車外アンテナ３で捕捉出来ないエリアも、同行者を満足に管理できない点
で危険エリアＸ（以下「不明エリアＺ」という）である。
【００２３】
　この様な危険エリアＸは、保線作業の進行に伴って刻々と変化するため、車内作業員が
逐次前記エリア定義手段５による設定変更を行い、又は保線車両Ｖの位置情報に応じて自
動的に設定変更を行うことが必要となる。
　前記自動設定において前記エリア定義手段５は、例えば、保線車両Ｖの走行地点をＧＰ
Ｓで検出し、予め危険エリアＸが設定されている走行軌道沿線の地図情報に基づく当該走
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行地点の内容を、現走行地点における危険エリアＸの設定内容に反映させる処理を行う。
【００２４】
　この例の前記所在監視手段６は、前記車外アンテナ３や前記車内アンテナ４で受信した
前記タグ１の存在エリアが前記危険エリアＸと一致し、又は前記車外アンテナ３や前記車
内アンテナ４で検知されるべき前記タグ１の存在エリアが確認できない時（同行人員が不
明エリアＺに居ると考えられる時）に警報を発するものである。
【００２５】
　この例では、前記所在監視手段６は、前記車外アンテナ３及び前記車内アンテナ４の全
てについて、個々に検出時刻（時、分、秒）を導くと共に、前記タグ１を検出した前記車
外アンテナ３及び前記車内アンテナ４の担当エリアＡに当て嵌めて記録する（以下「マッ
ピング」という）所在記録手段を備える。この際、隣接する複数の担当エリアＡ，Ａにマ
ッピングされたタグは、それらの協働エリアＢに存在することになる。
【００２６】
　この例の前記所在監視手段６は、各タグ１についてマッピングされているエリアの変化
を検出し、各タグ１を携帯する作業員の動向を検出しその存在エリアを記録（動線管理）
する移動検知手段と、各タグ１についてマッピングされているエリアの単位時間における
変化を検出し、各タグ１を携帯する作業員の進行方向を推定し、マッピングされたエリア
とマッピングされた時刻に照らして、作業者が向っていると推定されるエリア（例えば、
当該進行方向直近のエリア）を仮存在エリアとして記録する移動推定手段を備える。
【００２７】
　この例における前記移動推定手段の処理は、作業員の一般的な移動速度（例えば１．４
ｍ／秒）を設定し、この例の場合には、保線車両Ｖの全長と前記車外アンテナ３の配置に
照らして、例えば、数秒から５分以内に存在エリアが変化した場合には、作業員において
移動の意思ありと推定し、その方向が向っているエリアを仮存在エリアとして記録する。
【００２８】
　前記所在監視手段６は、前記所在記録手段でマッピングされたタグ１の存在エリア又は
仮存在エリアと、前記エリア定義手段５で設定された危険エリアＸとの照合を行い、前記
タグ１の存在エリア又は仮存在エリアが前記危険エリアＸと一致した時、前記タグの存在
エリアが危険エリアＸ以外の担当エリア（以下「作業エリア」という）Ａから前記危険エ
リアＸの協働エリア（以下「準危険エリア」という）Ｂに移動した時、並びに検出できな
いタグ１が存在する場合及び不在であったタグが検出された場合などに警報を発する警告
手段を備える。
　警報は、実際の存在エリアと危険エリアＸとが一致した場合と、危険エリアＸに入る危
険がある場合とで相違させることができる。
【００２９】
　誤報を防止するために、例えば、前記所在記録手段６に、一定時間（例えば１０秒など
）内に送信された電波の受信レベルを平均又は移動平均し、更に、それを各アンテナ３，
４について相互に比較して各アンテナ３，４の受信信号と極端に乖離したノイズを除去し
、更に、検出時刻の矛盾を含む検出結果を除去することによって、判定精度を高めること
が望ましい。
【００３０】
　また、送信タイミングと受信タイミングの不一致などによる失報を防止するために、一
定時間内で受信したレベル又は採取したサンプルの平均値差で判定するなどにより誤判定
を回避する措置を採ることも望ましい。　　
　その他、保線車両Ｖの出入口に、人感センサや光電センサを設置し、各作業員の出入を
監視し、各アンテナ３，４の検出結果と照合することも、誤報防止の一助となる。
【００３１】
　前記警告手段は、上記の如く、作業員の存在位置及び移動方向を検出して危険を予見で
きる事象（以下「危険事象」という）に相当する場合に当該作業者の管理情報を出力し警
告を発する。
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　その他、所在不明の作業員の所在が判明した時など事情の把握が必要となった時に警報
を発する構成を採ることもできる。
　前記警告手段が警告を発する事象は、前記危険事象以外にも、前記アンテナで得た情報
をパラメータとして推定し得る種々の「危険行為」や、保線作業規定などに応じて危険と
される「禁止行為」として警報発生条件に適宜追加することができる。
【００３２】
　前記警報は、車外作業者、車内作業者、関係車両又は関係機関などに対して適宜発する
ことが出来る。
　前記警報の態様は、音、光、表示又は言葉などが挙げられ、具体的な装置としては、警
報発生器、旋回灯、ディスプレイ装置又はスピーカーなどが挙げられる。
　警報は、インカムなどを通じて個別提供することも可能であるが、全作業員に一括提供
することも可能である。事象に応じて適宜選択すればよい。　
【００３３】
　また、前記所在監視手段６は、保線車両Ｖの停止時において、急発進時の事故を防止す
べく、前記保線車両Ｖの進行操作を検出する運転監視手段７と、前記タグの存在エリアが
前記保線車両Ｖの進行操作に伴う当該保線車両Ｖの進行方向を含むエリアと一致した時に
当該走行操作を禁止する干渉監視手段８を備える構成を採用することもできる。
【００３４】
　前記運転監視手段７は、保線車両Ｖの操作レバーの前進方向又は後退方向に、近接スイ
ッチを付設し、前進方向又は後退方向への操作（以下「始動操作」という）の検出を行う
などの手法を採る。
　前記干渉監視手段８は、前記始動操作を検出し、前記タグ１の存在エリアが前記干渉エ
リアＹ及びその協働エリアＢと一致した時に警報を発すると共に、前記操作レバーの移動
を制止する。
【００３５】
　前記所在記録手段若しくは前記移動検知手段の記録、又は前記警告手段若しくは干渉監
視手段８の稼動履歴を作業日報として前記記憶手段に記録する作業管理手段９を備える構
成とすることもできる。
【符号の説明】
【００３６】
　　Ａ　担当エリア（車外），Ｂ　協働エリア（車外），
　　Ｃ　担当エリア（車内），Ｄ　協働エリア（車内），
　　Ｖ　保線車両，Ｘ　危険エリア，Ｙ　干渉エリア，Ｚ　不明エリア，　
　　１　非接触記憶媒体，２　管理情報記憶手段，
　　３　車外通信読取手段，４　車内通信読取装置，
　　５　エリア定義手段，６　所在監視手段，
　　７　運転監視手段，８　干渉監視手段，
　　９　作業管理手段，
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